
 

書類の名称等 様式番号 提出期限

●変更届出書(第1面のみ） 第22号の2

●登記事項証明書（法人のみ）

●変更届出書(第1面のみ） 第22号の2

●登記事項証明書

●変更届出書(第1面、第2面） 第22号の2

△登記事項証明書

●変更届出書(第1面、第2面） 第22号の2

●誓約書 第6号

●建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書 第13号

●営業所技術者等証明書(新規・変更） 第8号

●営業所技術者等の資格に関する書面（合格証明書【写】等）
　※窓口で原本確認

●登記されていないことの証明書（建設業法施行令第3条に規定する使用
　人（以下、令3条の使用人）のみ）又は医師の診断書

●身分証明書（令3条の使用人のみ）

△登記事項証明書

〔確認資料〕

●(ⅰ)営業所技術者等の常勤性に関する確認資料

●(ⅱ)営業所技術者等の実務経験証明書に関する確認資料〔必要な場合〕

●変更届出書(第1面、第2面（従たる営業所がない場合は不要）） 第22号の2

△登記事項証明書

●変更届出書(第1面、第2面） 第22号の2

※営業所技術者等の追加・変更・削除も必要です。

●変更届出書(第1面、第2面） 第22号の2

△登記事項証明書

※営業所技術者等及び令３条使用人の削除も必要です。

●変更届出書(第1面のみ） 第22号の2

●役員等の一覧表 第1号別紙1

●誓約書 第6号

●許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 第12号

●登記されていないことの証明書又は医師の診断書（株主等を除く。）

●身分証明書（株主等を除く。）

●登記事項証明書（株主等を除く。）

●変更届出書(第1面のみ） 第22号の2

●登記事項証明書

●変更届出書(第1面のみ） 第22号の2

△登記事項証明書

●変更届出書(第1面のみ） 第22号の2

●常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書 第7号

●常勤役員等の略歴書 第7号別紙

〔確認資料〕

●(ⅰ)常勤役員等（経営業務の管理責任者等）の常勤性に関する確認資料

●(ⅱ)常勤役員等（経営業務の管理責任者等）の要件に関する確認資料

●変更届出書(第1面のみ） 第22号の2

●常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書 第7号

●常勤役員等の略歴書 第7号別紙

●戸籍抄本又は住民票抄本

(3)
常勤役員等（経営業務の管理責任者等）
の削除

●届出書 第22号の3

●…必須提出書類等

営業所に関する変更

届出が必要となる場合

基本情報の変更

役員に関する変更

(3) 営業所の名称を変更

(4) 営業所の業種の変更

常勤役員等に関する変更

(1)

(2)

(1)

(2) 営業所の新設

既存の営業所の名称、所在地

商号、名称の変更

資本金の変更

(2) 役員等の変更（役員等の辞任・退任）

30日以内

30日以内

30日以内

2週間以内

変更の届出事項と提出書類等

△…記載事項に変更がない場合は省略可

(1)
常勤役員等（経営業務の管理責任者等）
を変更

(2)
常勤役員等（経営業務の管理責任者等）
の氏名変更

(5) 営業所の廃止

(1) 新たな者が役員等に就任

(3)
代表者の変更（役員等に関する変更(1)を
除く）



 

 

 

書類の名称等 様式番号 提出期限

●変更届出書(第1面のみ） 第22号の2

●常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 第7号の2

●常勤役員等の略歴書 第7号の2別紙1

●常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 第7号の2別紙2

●組織図

〔確認資料〕

●(ⅰ)常勤役員等の常勤性に関する確認資料

●(ⅱ))常勤役員等の要件に関する確認資料

●(ⅲ)常勤役員等を直接に補佐する者の要件に関する確認資料

●変更届出書(第1面のみ） 第22号の2

●常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 第7号の2

●常勤役員等の略歴書 第7号の2別紙1

●常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 第7号の2別紙2

●戸籍抄本又は住民票抄本

(6) 常勤役員等の削除 ●届出書 第22号の3

●健康保険等の加入状況 第7号の3

●建設業法施行規則第７条第２号イからハまでに規定する届書を提出した
ことを証する書面
《「健康保険」及び「厚生年金保険」》
　届出時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領
　収証書又は納入証明書」の写し又は「標準報酬額決定通知書」の写し
　若しくはこれらに準ずる書類
《「雇用保険」》
　届出時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及びこれに
　より申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し若しくはこ
　れらに準ずる書類

●届出書　※未加入等許可要件を満たさなくなった場合のみ 第22号の3

●変更届出書(第1面のみ） 第22号の2

●営業所技術者等証明書(新規・変更） 第8号

●営業所技術者等の技術資格に関する書面（合格証明書【写】等）
　※窓口で原本確認

第9号

〔確認資料〕

●(ⅱ)営業所技術者等の常勤性に関する確認資料

●(ⅳ)営業所技術者等の実務経験証明書に関する確認資料〔必要な場合〕

●変更届出書(第1面のみ） 第22号の2

●営業所技術者等証明書(新規・変更） 第8号

●戸籍抄本又は住民票抄本

●変更届出書(第1面のみ）（解体工事業の経過措置に係る有資格区分の変
更の場合のみ必要）

第22号の2

●営業所技術者等証明書(新規・変更） 第8号

●営業所技術者等の技術資格に関する書面（合格証明書【写】等）
　※窓口で原本確認

第9号

●変更届出書(第1面のみ） 第22号の2

●誓約書 第6号

●建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 第11号

●建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書 第13号

●登記されていないことの証明書

●身分証明書

●…必須提出書類等

△…記載事項に変更がない場合は省略可

届出が必要となる場合

営業所技術者等に関する事項

2週間以内
健康保険等の加入状況の変更
（従業員数のみの変更を除く。）

(4)
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に
補佐する者を変更

2週間以内

(5)
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に
補佐する者の氏名変更

建設業法施行令第3条に規定する使用人の追加
又は変更

2週間以内

2週間以内

(1) 営業所技術者等を変更

(3)

営業所技術者等の有資各区分の変更
（解体工事業の経過措置に係る有資格区
分の変更（例：１Ⅽを登録講習受講によ
り１３に変更）を含む。）

(2) 営業所技術者等の氏名変更



 

書類の名称等 様式番号 提出期限

●変更届出書表紙 山口県様式

●事業年度の終了時の変更届出書(山口県内業者用) 山口県様式

●工事経歴書 第2号

●直前3年の各営業年度における工事施工金額 第3号

●貸借対照表
第15号、第18

号

●損益計算書・完成工事高原価報告書（法人のみ）
第16号、第19

号

●株主資本等変動計算書（法人のみ） 第17号

●注記表（法人のみ） 第17号の2

●附属明細表（法人で必要な場合）※１ 第17号の3

●事業報告書（法人で必要な場合）※２

●納税証明書（山口県）

△使用人数 第4号

△健康保険等の加入状況（従業員数に変更がある場合のみ必要） 第7号の3

△建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 第11号

△定款

●届出書 第22号の3 2週間以内

・期限内に提出されない場合、行政処分等の対象となる場合があります。ご注意ください。
・変更届の内容を確認するために上記の表以外の書類の提出をお願いする場合があります。

●…必須提出書類等

△…記載事項に変更がない場合は省略可

届出が必要となる場合

※２株式会社の場合必要。

事業年度の終了
事業年度終
了後4か月
以内

欠格要件に該当したとき

※１特例有限会社を除く株式会社のうち、資本金の額が１億円超であるもの又は最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が２００
億円以上である場合必要。


